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政策業務第二グループ

「2022年度安全保障貿易管理に関する要望」について
安全保障貿易管理委員会では、毎年度、安全保障貿易管理に関する法令・制度改正や実務面
での対応を求める要望書をとりまとめ、経済産業省へ提出しています。2022年度は6項目の
要望をとりまとめ、8月2日に経済産業省貿易管理部へ提出しました。要望項番6については、
2021年度に続き、所管する資源エネルギー庁原子力政策課に検討を依頼しました。
リスト規制対象品目の特例拡大やキャッチオール規制対象品目の指定分類の細分化などは、
安全保障貿易管理業務の効率化を図るものであり、早期実現が望まれます。また、2022年7
月1日より輸出許可申請が原則電子化されたことを受けて、NACCS（注）上での申請の進

しん

捗
ちょく

状
況の表示についても細分化を求めています。今後、要望実現を果たすべく、当局との意見交換
を行っていきます。

（注） NACCS（Nippon Automated Cargo and Port Consolidated System）とは、入出港する船舶・航空機および輸出入される貨物について、税
関その他の関係行政機関に対する手続きおよび関連する民間業務をオンラインで処理するシステムのこと。

項番 要望タイトル 要望の具体的内容 要望理由・背景 考えられる改善案

1
リスト規制該
当 品目の 特
例拡大

リスト規制該当品目の特
例について、少額特例、無
償特例等と同等に追加、
拡大して頂きたい。
例：人道支援、民生用通信
機器等、ロシア制裁に係る
輸出承認の例外措置を他
取引/リスト規制貨物に対
しても拡大する。

経済産業省において蓄積されている過去実績から、事業者が申請した際に許
可しやすい取引、貨物について特例を拡大して頂けると、政府と民間の双方の
事務負担の軽減に繋がるものと考える。

例えば、リスト規制品目の以下条件に当て嵌まる取引を特例化して頂きたい。
1.  医薬品に関するもの
2.  人道支援の目的のもの
3.  サイバーセキュリティの確保に関するもの
4.  消費者向けの通信機器に関するもの（PC、スマホ等に係るもの（政府機

関又は国有企業向けを取引の相手等とするものを除く））
5.  民間向けの通信インフラ（インターネットを含む）に関するもの
6.  政府間の輸出に伴うもの（宇宙協力等の非軍事分野における政府間協

力等）
7.  最終需要者が法人の場合であって、当該法人の全ての株式を日本又は

米、EU27か国、豪、加、NZ、英の法人が出資した法人（合弁を含む）を取
引の相手等とするもの（ソフトフェアのアップデートを含む）

2

16項貨物・技
術を定義する
関 税 定 率 法
の 別 表 の 指
定の類 以 上
への細分化

現在のHSコード2桁の
「類」による指定を、世界
共通である4桁の「項」ある
いは6桁の「号」まで細分
化して頂きたい。

外為法上の「類」によるキャッチオール対象品目の指定は大まかな分類となっ
ている一方で、税関の輸出統計品目表中の「他法令」欄で示される「ET（輸
出貿易管理令）」はHSコード6桁の区分にて該非を示している（ただし別表
2-21-3と別表2-2も合わせた形）。外為法でも同様に6桁で別表第1と別表第
2のそれぞれの該非を公開頂ければ、みなし輸出管理の対象であるか否かの判
断効率化に寄与すると考える。

現在のHSコード2桁の「類」による指定を、世界共通である4桁の「項」あるい
は6桁の「号」まで細分化して頂きたい。

3

防 衛 装 備 品
（１項品）のク
レーム返品輸
出の簡素化

特定の国向けの部分品の
クレーム返品については、

「特定包括許可」の適用
が可能となるようにして頂
きたい。

外国からの輸入品の防衛装備品に係る部分品のクレーム返品輸出は、「個別
輸出許可」または「特別返品等包括許可」の下、厳格な運用・実行がなされて
いる。現状の防衛装備移転三原則の下、防衛装備品の輸出が可能となって
いる国が漸増している中、米国をはじめ特定の国向けのクレーム返品輸出にお
いては、企業の業務負荷を軽減頂きたい。

包括許可取扱要領 Ⅲ特定包括 ３特定包括許可の要件 （１）特定包括許
可、および貨物包括マトリックス（別表A）・役務包括マトリックス（別表B）を改
定し、特定の仕向地（少なくとも米国）向けには、全ての１項貨物・役務が適用
対象となるようにして頂きたい。

4

電子申請「進
捗情報」のス
テータス表示
改善

電 子 申 請 に お け る
NACCS上の「進捗情報」
について、進捗ステータス
を細分化して頂きたい。

許可申請から受理までの進捗状況については、経済産業省担当者から直接
状況説明を頂けることもあり、需要者に対しても説明を行うことは可能である。し
かしながら受理後については、NACCSの進捗情報においては許可証発行まで

「審査中」の表示ステータスのみであるため、何がどの程度進んでいるのかが
不明瞭であり、需要先への説明に苦慮している。2022年7月より輸出許可申
請は原則電子化となり、電子申請の場合には、申請/受理/許可の進捗につ
いてはメールで配信されるため、NACCSにおける進捗情報確認の利点が無く
なっていると考える。

NACCSにおける「JAP外為法 進捗状況照会情報」において、受理～許可
までの各プロセスを細分化したうえで現在の状況が分かるようにNACCSに
おいて明示化をして頂きたい。

5
法 令 解 釈に
関する相談対
応の改善

特例適用・該非判定に関
する相談メールへの対応
について改善を頂きたい。

安全保障貿易審査課での窓口対応が停止された中、社内の輸出管理部門に
おいて判断が困難な質問のため相談メールを送付した際に、「CP提出企業な
ので社内の輸出管理部門に相談するように」との返信が届く。

相談メールに対しては可能な限りご回答いただくとともに、所管外の質問の
場合には適切な相談先を提示するなど、解決方法のヒントの提示をお願いし
たい。

6 
（継続）

外交手続きの
免除・簡素化

原子力関連部品等の輸
出許可取得の前段階で行
われる外交手続きにかか
る時間が不確定、かつ長
すぎるため、仕向地国企業
との競合において不利と
なる。外交手続きの簡素
化ないし免除を検討して頂
きたい。

現在別表第2項に該当する原子力関連の部品等を輸出する際は、経済産業
省より外務省経由、仕向国政府から輸出先企業に用途確認等を行い、その
確認は仕向国政府より外務省経由で経済産業省から輸出者に通知され、よ
うやく輸出許可申請、許可取得の手続きとなる。 この間、ゆうに半年が経過す
る。この「外交手続き」は、輸出契約書締結が条件とされているが、完了までの
期間はコミットされず、見込みで決めた納期は輸出者のリスクとなる。契約締結
後の手続き期間が読めない状況は、輸出者が契約上の納期リスクを抱える上
に、納期も半年以上かさ上げされ、仕向国の地元企業との競合の際大きなハ
ンディとなっており、国際競争力の観点からも検討をお願いしたい。

外交手続きについて、例えば「4か月を超えて確認がない場合は確認できたも
のとみなす」などの期限を設け、最大期間を確定頂きたい。また、原子力等の
用途であっても明らかに非該当の部品部材の輸出契約については外交手続
きを免除し、日本国経済産業省の輸出許可のみ必要とする、といった規則運
用を検討して頂きたい。

当会ウェブサイト「提言・要望」
https://www.jftc.or.jp/proposals/2022/20220802_1.pdf


